
 

 

 岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第31号 

   岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則 

第１条 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１  （代決）  （代決） 

 第８条 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に掲げる決裁権者の区分に従い第

１順位者が代決し、決裁権者及び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者

が代決する。 

第８条 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に掲げる決裁権者の区分に従い第

１順位者が代決し、決裁権者及び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者

が代決する。 

  (１) 本庁における代決  (１) 本庁における代決 

  
決裁権者 

代決権者   
決裁権者 

代決権者  

  第１順位者 第２順位者   第１順位者 第２順位者  

  ［略］       ［略］      

  室長 総括危機管理監、危機管理

監、地域企画監、ふるさと

振興監、地方路線対策監、

医療企画監、少子化対策監

、競馬改革推進監又は当該

事務を担当する特命参事、

課長、担当課長若しくは特

命課長 

   室長 総括危機管理監、危機管理

監、地域企画監、ふるさと

振興監、地方路線対策監、

少子化対策監、競馬改革推

進監又は当該事務を担当す

る特命参事、課長、担当課

長若しくは特命課長 

  

  ［略］      ［略］     

  地方路線対策監 ［略］    地方路線対策監 ［略］   

  医療企画監 医療政策室長があらかじめ

指定する職員 

  

 

 

      

少子化対策監  ［略］  少子化対策監   ［略］  

  ［略］      ［略］     

  (２) 出先機関における代決  (２) 出先機関における代決 

  
機 関 決裁権者 

代決権者   
機 関 決裁権者 

代決権者  

  第１順位者 第２順位者   第１順位者 第２順位者  

  広域振興局  ［略］     広域振興局  ［略］    

   土木部長 主管の室長 ［略］    土木部長 主管の室長 ［略］  

    副部長 主管の課長（技術企画に係

る事務については、部長が

あらかじめ指定する職員） 

       

    主管の課長（盛岡広域振興

局土木部に置かれる者及び

土木センターに置かれる者

を除く。） 

［略］     主管の課長（盛岡広域振興

局土木部に置かれる者及び

土木センターに置かれる者

を除く。） 

 ［略］  

    ［略］       ［略］   

   ［略］      ［略］    

   ［略］       ［略］     

 （副知事の専決事項） （副知事の専決事項） 

 第11条 副知事の専決できる事項は、次のとおりとする。 第11条 副知事の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (１) 企画理事、部長、局長、理事及び技監の超過勤務命令及び休日勤務命令に関するこ

と。 

 (１) 企画理事、部長、局長、理事、技監、統括企画指導監及び統括技術企画指導監の超

過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 

  (２) 企画理事、部長、局長、理事及び技監の旅行命令及び復命書の受理に関すること。  (２) 企画理事、部長、局長、理事、技監、統括企画指導監及び統括技術企画指導監の旅

行命令及び復命書の受理に関すること。 

  (３) 企画理事、部長、局長、理事及び技監の休暇その他の服務に関すること。  (３) 企画理事、部長、局長、理事、技監、統括企画指導監及び統括技術企画指導監の休

暇その他の服務に関すること。 

  (４) ［略］  (４) ［略］ 

 （部長等共通専決事項） （部長等共通専決事項） 

 第12条 本庁の部長及び局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第12条 本庁の部長及び局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

  (５) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、部付及び局付

の休暇その他の服務並びに参事、技術参事、総括課長、所長、総括調査監及びＩＬＣ推

進監の服務に関すること。 

 (５) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、首席ＩＬＣ推進監、部付及び局付

の休暇その他の服務並びに参事、技術参事、首席企画指導監、首席技術企画指導監、総

括課長、所長、総括調査監及びＩＬＣ推進監の服務に関すること。 



 

 

  (６)～(15) ［略］  (６)～(15) ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

 （企画室長等共通専決事項） （企画室長等共通専決事項） 

 第13条 本庁の副局長、企画室長、総務室長、復興危機管理室長及び担当技監の専決できる

事項は、次のとおりとする。 

第13条 本庁の副局長、企画室長、総務室長、復興危機管理室長及び担当技監の専決できる

事項は、次のとおりとする。 

 (１) 参事、技術参事、総括課長及び所長の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令

及び日直勤務命令に関すること。 

(１) 参事、技術参事、首席企画指導監、首席技術企画指導監、総括課長及び所長の超過

勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

 (２) 参事、技術参事、総括課長及び所長の休暇に関すること。  (２) 参事、技術参事、首席企画指導監、首席技術企画指導監、総括課長及び所長の休暇

に関すること。 

 (３) 参事、技術参事、総括課長及び所長の旅行命令及び復命書の受理に関すること。  (３) 参事、技術参事、首席企画指導監、首席技術企画指導監、総括課長及び所長の旅行

命令及び復命書の受理に関すること。 

  (４)・(５) ［略］ (４)・(５) ［略］ 

 ２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （副局長、企画室長、総務室長及び復興危機管理室長共通専決事項） （副局長、企画室長、総務室長及び復興危機管理室長共通専決事項） 

 第14条 本庁の副局長、企画室長、総務室長及び復興危機管理室長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

第14条 本庁の副局長、企画室長、総務室長及び復興危機管理室長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

  (１) ［略］ (１) ［略］ 

 (２) 企画室、総務室及び復興危機管理室の特命参事、課長、担当課長及び特命課長の超

過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

(２) 企画室、総務室及び復興危機管理室の特命参事、課長、総括企画指導監、総括技術

企画指導監、企画指導監、技術企画指導監、担当課長及び特命課長の超過勤務命令、休

日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

  (３) 企画室、総務室及び復興危機管理室の特命参事、課長、担当課長及び特命課長の休

暇その他の服務並びに職員の服務に関すること。 

(３) 企画室、総務室及び復興危機管理室の特命参事、課長、総括企画指導監、総括技術

企画指導監、企画指導監、技術企画指導監、担当課長及び特命課長の休暇その他の服務

並びに職員の服務に関すること。 

  (４) 企画室、総務室及び復興危機管理室の特命参事、課長、担当課長及び特命課長の旅

行命令及び復命書の受理に関すること。 

 (４) 企画室、総務室及び復興危機管理室の特命参事、課長、総括企画指導監、総括技術

企画指導監、企画指導監、技術企画指導監、担当課長及び特命課長の旅行命令及び復命

書の受理に関すること。 

  (５)～(22) ［略］ (５)～(22) ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

 （室長及び総括課長等共通専決事項） （室長及び総括課長等共通専決事項） 

 第16条 本庁の室長、総括課長、所長及び総括調査監の専決できる事項は、次のとおりとす

る（担当技監を置く部局等の総括課長にあっては、第10号を除く。）。 

第16条 本庁の室長、総括課長、所長及び総括調査監の専決できる事項は、次のとおりとす

る（担当技監を置く部局等の総括課長にあっては、第10号を除く。）。 

  (１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

 (５) 特命参事、課長、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危

機管理監、防災危機管理監、地域企画監、地方路線対策監、医療企画監及び競馬改革推

進監の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

(５) 特命参事、課長、総括企画指導監、総括技術企画指導監、企画指導監、技術企画指

導監、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危機管理監、防災

危機管理監、地域企画監、地方路線対策監及び競馬改革推進監の超過勤務命令、休日勤

務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

 (６) 特命参事、課長、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危

機管理監、防災危機管理監、地域企画監、地方路線対策監、医療企画監及び競馬改革推

進監の休暇その他の服務並びに職員の服務に関すること。 

 (６) 特命参事、課長、総括企画指導監、総括技術企画指導監、企画指導監、技術企画指

導監、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危機管理監、防災

危機管理監、地域企画監、地方路線対策監及び競馬改革推進監の休暇その他の服務並び

に職員の服務に関すること。 

 (７) 特命参事、課長、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危

機管理監、防災危機管理監、地域企画監、地方路線対策監、医療企画監及び競馬改革推

進監の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

(７) 特命参事、課長、総括企画指導監、総括技術企画指導監、企画指導監、技術企画指

導監、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危機管理監、防災

危機管理監、地域企画監、地方路線対策監及び競馬改革推進監の旅行命令及び復命書の

受理に関すること。 

  (８)～(14) ［略］ (８)～(14) ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

 （課長等共通専決事項） （課長等共通専決事項） 

 第17条 本庁の課長、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危機管

理監、防災危機管理監、地域企画監、ふるさと振興監、地方路線対策監、医療企画監、少

子化対策監、競馬改革推進監及びＩＬＣ推進監の専決できる事項は、次のとおりとする。 

第17条 本庁の課長、担当課長、特命課長、儀典調整監、調査監、総括危機管理監、危機管

理監、防災危機管理監、地域企画監、ふるさと振興監、地方路線対策監、少子化対策監、

競馬改革推進監及びＩＬＣ推進監の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (１)～(20) ［略］ (１)～(20) ［略］ 

 （復興防災部の部長、室長、総括課長、監、課長及び担当課長の専決事項） （復興防災部の部長、室長、総括課長、監、課長及び担当課長の専決事項） 

 第21条の２ ［略］ 第21条の２ ［略］ 

 ２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 ５ 消防安全課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

５ 消防安全課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

  総括課長専決事項  総括課長専決事項 

  (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

   (３) 犯罪被害者等支援に関すること。 

  (３) ［略］   (４) ［略］ 



 

 

  (４) ［略］  (５) ［略］  

  (５) ［略］  (６) ［略］  

  (６) ［略］   (７) ［略］ 

  (７) ［略］   (８) ［略］  

  (８) ［略］  (９) ［略］  

  (９) ［略］   (10) ［略］  

  (10) ［略］  (11) ［略］  

  消防保安担当課長専決事項  消防保安課長専決事項 

  (１)～(16) ［略］  (１)～(16) ［略］ 

  ［略］ 

（保健福祉部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

 ［略］ 

 （保健福祉部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

 第24条 ［略］ 第24条 ［略］ 

 ２ 健康国保課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとお

りとする。 

２ 健康国保課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

  総括課長専決事項  総括課長専決事項 

  (１)～(７) ［略］  (１)～(７) ［略］ 

 (８) 麻薬中毒者の入院措置及び退院に関すること。  

 (９) ［略］ (８) ［略］ 

 (10) 献血推進計画に関すること。   

 (11) ［略］ (９) ［略］ 

 (12) ［略］  (10) ［略］  

  ［略］  ［略］ 

  薬務担当課長専決事項  薬務課長専決事項 

  (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 麻薬中毒者の入院措置及び退院に関すること。 

  (３) ［略］ (４) ［略］ 

 (４) 献血及び採血業者に関すること（献血推進計画に関することを除く。）。 (５) 献血及び採血業者に関すること。 

  (５) ［略］ (６) ［略］  

  ［略］  ［略］ 

 ３ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとお

りとする。 

３ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項は、次

のとおりとする。 

  ［略］  ［略］ 

  指導生保担当課長専決事項  指導生保課長専決事項 

  (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 ４～６ ［略］ 

７ 子ども子育て支援室の分掌事務について、室長、課長及び担当課長の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 子ども家庭担当課長専決事項 

 (１)・(２) ［略］ 

(３) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。 

(４)・(５) ［略］ 

［略］ 

４～６ ［略］ 

７ 子ども子育て支援室の分掌事務について、室長、課長及び担当課長の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

 ［略］ 

 子ども家庭担当課長専決事項 

 (１)・(２) ［略］ 

(３) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。 

(４)・(５) ［略］ 

［略］ 

 （商工労働観光部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） （商工労働観光部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

 第25条 ［略］ 第25条 ［略］ 

 ２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 ４ 定住推進・雇用労働室の分掌事務について、室長、課長及び担当課長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

４ 定住推進・雇用労働室の分掌事務について、室長、課長及び担当課長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

  ［略］  ［略］ 

 雇用推進課長専決事項  雇用推進課長専決事項 

  (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 出稼労働者の支援に関すること。  

  ［略］  ［略］ 

 ５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

  （農林水産部の部長、室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項）  （農林水産部の部長、室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

 第26条 ［略］ 第26条 ［略］ 

 ２～13 ［略］ ２～13 ［略］ 

 14 漁港漁村課の分掌事務について、総括課長及び課長の専決できる事項は、次のとおりと

する。 

14 漁港漁村課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の専決できる事項は、次のとお

りとする。 

  ［略］  ［略］ 



 

 

  漁港課長専決事項  漁港担当課長専決事項 

  (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 15 ［略］ 15 ［略］ 

 16 全国植樹祭推進室の分掌事務について、部長、室長、課長及び担当課長の専決できる事

項は、次のとおりとする。 

 

 部長専決事項  

  (１) 第73回全国植樹祭（以下「全国植樹祭」という。）の総合的な企画に関すること。  

  室長専決事項  

  (１) 全国植樹祭の総合的な調整に関すること。  

  (２) 全国植樹祭の運営の企画に関すること。  

  (３) 全国植樹祭の会場の整備に関すること。  

  企画総務課長専決事項  

  (１) 全国植樹祭の広報に関すること。  

  事業推進担当課長専決事項  

  (１) 全国植樹祭の運営の実施に関すること。  

 （県土整備部の部長、室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） （県土整備部の部長、室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

 第27条 ［略］ 第27条 ［略］ 

 ２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

 ９ 建築住宅課の分掌事務について、部長、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

９ 建築住宅課の分掌事務について、部長、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

  ［略］  ［略］ 

 建築指導課長専決事項  建築指導課長専決事項 

  (１)～(８) ［略］  (１)～(８) ［略］ 

  (９) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。 

 ［略］ 

10 ［略］ 

 (９) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。 

 ［略］ 

10 ［略］ 

 （広域振興局長専決事項） （広域振興局長専決事項） 

 第29条 広域振興局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第29条 広域振興局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (１)～(７) ［略］  (１)～(７) ［略］ 

 (８) 副局長の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関するこ

と。 

(８) 統括企画指導監、統括技術企画指導監、副局長、首席企画指導監及び首席技術企画

指導監の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

  (９) 副局長の旅行命令及び復命書の受理に関すること。  (９) 統括企画指導監、統括技術企画指導監、副局長、首席企画指導監及び首席技術企画

指導監の旅行命令及び復命書の受理に関すること。 

  (10) 副局長の休暇その他の服務に関すること。  (10) 統括企画指導監、統括技術企画指導監、副局長、首席企画指導監及び首席技術企画

指導監の休暇その他の服務に関すること。 

  (11) ［略］  (11) ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

  （部長等共通専決事項）  （部長等共通専決事項） 

 第31条 広域振興局の部長及び審査指導監並びに行政センターの所長の専決できる事項は、

次のとおり（北上土木センター所長、遠野土木センター所長及び千 土木センター所長に

あっては、第８号に掲げる事項を除く。）とする。 

第31条 広域振興局の部長及び審査指導監並びに行政センターの所長の専決できる事項は、

次のとおり（北上土木センター所長、遠野土木センター所長及び千 土木センター所長に

あっては、第８号に掲げる事項を除く。）とする。 

  (１)～(９) ［略］  (１)～(９) ［略］ 

  (10) 特例民法法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

18年法律第50号。以下「一般社団・財団法人法等整備法」という。）第42条第２項に規

定する特例民法法人をいい、その行う事業が２以上の広域振興局の所管区域にわたるも

のを除く。以下同じ。）の定款の変更（目的又は名称の変更に係るもの及び別に定める

ものを除く。）の認可に関すること。 

 

  (11) ［略］ 

２ ［略］ 

 (10) ［略］ 

２ ［略］ 

  （室長等共通専決事項）  （室長等共通専決事項） 

 第32条 前条の規定にかかわらず、広域振興局の部又は行政センターに置く室の長、経営企

画部企画推進課長、土木部のダム管理事務所長及び土木センター整備事務所長、盛岡広域

振興局の保健福祉環境部環境衛生課長及び林務部林業振興課長、県南広域振興局の総務部

総務課長、農政部農政調整課長及び土木部調整課長、沿岸広域振興局の農林部の農業農村

整備事業を担当する技術主幹、農林調整課長、岩泉林務出張所長、水産部の水産調整課長

、土木部の副部長及び土木センター副所長並びに県北広域振興局農政部農政調整課長の専

決できる事項は、次のとおりとする。 

第32条 前条の規定にかかわらず、広域振興局の部又は行政センターに置く室の長、経営企

画部企画推進課長、土木部のダム管理事務所長及び土木センター整備事務所長、盛岡広域

振興局の保健福祉環境部環境衛生課長及び林務部林業振興課長、県南広域振興局の総務部

総務課長、農政部農政調整課長及び土木部調整課長、沿岸広域振興局の農林部の農業農村

整備事業を担当する技術主幹、農林調整課長、岩泉林務出張所長、水産部の水産調整課長

、土木部の調整課長及び土木センター副所長並びに県北広域振興局農政部農政調整課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

 (１) 室、所又は課の事務（沿岸広域振興局の農林部の農業農村整備事業を担当する技術

主幹並びに土木部の副部長及び土木センター副所長にあっては、担当する事務）の処理

(１) 室、所又は課の事務（沿岸広域振興局の農林部の農業農村整備事業を担当する技術

主幹及び土木部土木センター副所長にあっては、担当する事務）の処理方針の決定及び



 

 

方針の決定及び実施に関すること。 実施に関すること。 

  (２)・(３) ［略］  (２)・(３) ［略］ 

 (４) 職員の休暇その他の服務に関すること（沿岸広域振興局農林部の農業農村整備事業

を担当する技術主幹を除き、広域振興局の経営企画部の企画推進課長、水産部の水産調

整課長、土木部のダム管理事務所長、盛岡広域振興局の保健福祉環境部環境衛生課長及

び林務部林業振興課長、県南広域振興局の総務部総務課長、農政部農政調整課長及び土

木部調整課長、沿岸広域振興局土木部の副部長及び土木センター副所長並びに県北広域

振興局農政部農政調整課長にあっては、軽易な事項に係るものに限る。）。 

 (４) 職員の休暇その他の服務に関すること（沿岸広域振興局農林部の農業農村整備事業

を担当する技術主幹を除き、広域振興局の経営企画部の企画推進課長、水産部の水産調

整課長、土木部のダム管理事務所長、盛岡広域振興局の保健福祉環境部環境衛生課長及

び林務部林業振興課長、県南広域振興局の総務部総務課長、農政部農政調整課長及び土

木部調整課長、沿岸広域振興局土木部の調整課長及び土木センター副所長並びに県北広

域振興局農政部農政調整課長にあっては、軽易な事項に係るものに限る。）。 

  (５)～(12) ［略］  (５)～(12) ［略］ 

 ２ 前条第２項の規定にかかわらず、広域振興局長に委任された事務のうち次の表の左欄に

定める広域振興局の職（同表右欄に掲げる職をいう。別表第１において同じ。）にある者

が専決できる事項は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、広域振興局長に委任された事務のうち次の表の左欄に

定める広域振興局の職（同表右欄に掲げる職をいう。別表第１において同じ。）にある者

が専決できる事項は、同表に掲げるとおりとする。 

  部に置く室の長

等 

経営企画部の産業振興室長及び県税室長、保健福祉環境部保健福祉

室長、農政部農村整備室長、盛岡広域振興局の県税部の納税室長及

び課税室長、農政部農業振興室長並びに土木部の管理用地室長、道

路都市室長、流域治水室長及び建築住宅室長並びに沿岸広域振興局

経営企画部復興推進室長並びに経営企画部の企画推進課長及び管理

主幹、農政部農政調整課長、土木部のダム管理事務所長、盛岡広域

振興局の保健福祉環境部環境衛生課長及び林務部林業振興課長、県

南広域振興局の総務部総務課長及び土木部調整課長並びに沿岸広域

振興局の農林部の農林調整課長及び農業農村整備事業を担当する技

術主幹、水産部水産調整課長並びに土木部副部長 

  部に置く室の長

等 

経営企画部の産業振興室長及び県税室長、保健福祉環境部保健福祉

室長、農政部農村整備室長、盛岡広域振興局の県税部の納税室長及

び課税室長、農政部農業振興室長並びに土木部の管理用地室長、道

路都市室長、流域治水室長及び建築住宅室長並びに沿岸広域振興局

経営企画部復興推進室長並びに経営企画部の企画推進課長及び管理

主幹、農政部農政調整課長、土木部のダム管理事務所長、盛岡広域

振興局の保健福祉環境部環境衛生課長及び林務部林業振興課長、県

南広域振興局の総務部総務課長及び土木部調整課長並びに沿岸広域

振興局の農林部の農林調整課長及び農業農村整備事業を担当する技

術主幹、水産部水産調整課長並びに土木部調整課長 

 

   ［略］     ［略］   

 ３ ［略］ ３ ［略］ 

 （保健福祉環境部長等専決事項） 

第35条 広域振興局の保健福祉環境部長及び保健福祉環境部保健福祉環境センター所長の専

決できる事項は、次の表に掲げる事務（同表の「専決権者」欄に○印のある事務に限る。

）とする。 

（保健福祉環境部長等専決事項） 

第35条 広域振興局の保健福祉環境部長及び保健福祉環境部保健福祉環境センター所長の専

決できる事項は、次の表に掲げる事務（同表の「専決権者」欄に○印のある事務に限る。

）とする。 

  

事 務 

専決権者 

備 考 

  

事 務 

専決権者 

備 考 

 

 
保健福祉環境部

長 

保健福祉環境部

保健福祉環境セ

ンター所長 

  
保健福祉環境部

長 

保健福祉環境部

保健福祉環境セ

ンター所長 

 

  ［略］       ［略］     

 ８ 自動車分解整備事業者で、第二

種フロン類回収業者としての登録

を受けようと国土交通大臣に申し

出た者の登録等、登録の取消し又

は業務停止命令及び基準遵守勧告

に係る国土交通大臣への通知に関

すること。 

○ ○    ８ 削除     

  ［略］       ［略］     

 ２・３ ［略］ 

 （保健所長専決事項） 

２・３ ［略］ 

 （保健所長専決事項） 

 第45条 保健所長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第45条 保健所長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

  (４) 組織規則第37条に規定する保健所の所掌事務に関する事業を行う特例民法法人（そ

の行う事業が２以上の保健所の所管区域にわたるものを除く。）の定款の変更（目的又

は名称の変更に係るものを除く。）の認可に関すること。 

 

 (５) ［略］ (４) ［略］ 

 (６) ［略］ (５) ［略］ 

 (７) ［略］ (６) ［略］ 

 (８) ［略］ (７) ［略］ 

 (９) ［略］ (８) ［略］ 

 (10) ［略］ (９) ［略］ 

 (11) ［略］ (10) ［略］ 

 (12) ［略］ (11) ［略］ 

 (13) ［略］ (12) ［略］ 

 (14) ［略］ (13) ［略］ 

 (15) ［略］ (14) ［略］ 

 (16) ［略］ (15) ［略］ 



 

 

 (17) ［略］ (16) ［略］ 

 (18) ［略］ (17) ［略］ 

 別表第１ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、部長等及び部に置く室の長

等共通専決事項（第５条、第30条―第32条関係） 

別表第１ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、部長等及び部に置く室の長

等共通専決事項（第５条、第30条―第32条関係） 

  

事 務 

専決権者 

備 考 

  

事 務 

専決権者 

備 考 

 

  

副 局

長 

部 長

等 

部 に

置 く

室 の

長等 

セ ン

タ ー

所長 

セ ン

タ ー

に 置

く 室

の 長

等 

  

副 局

長 

部 長

等 

部 に

置 く

室 の

長等 

セ ン

タ ー

所長 

セ ン

タ ー

に 置

く 室

の 長

等 

 

   ［略］          ［略］        

  16 一般社団・財団法

人法等整備法の施行

に関すること（一般

社団・財団法人法等

整備法第52条の規定

によりなお従前の例

によることとされる

特例民法法人の監事

の職務（一般社団・

財団法人法等整備法

第38条の規定による

改正前の民法（明治

29年法律第89号。以

下「旧民法」という

。）第59条第３号の

規定による主務官庁

に対する報告に係る

ものに限る。）及び

一般社団・財団法人

法等整備法第95条の

規定によりなお従前

の例によることとさ

れる特例民法法人の

業務の監督（設立の

許可の取消し、解散

の命令及び定款の変

更の認可に係るもの

を除き、解散及び清

算人に係る届出並び

に清算結了の届出に

係るものを含む。）

に関する事務に限る

。）。 

 ○    次に掲げる特例民法法

人に係るものを除く。 

１ その行う事業が２以

上の広域振興局の所管

区域にわたる特例民法

法人 

２ 組織規則第37条に規

定する保健所の所掌事

務に関する特例民法法

人 

３ その行う事業が盛岡

広域振興局、沿岸広域

振興局又は県北広域振

興局の所管区域にわた

る特例民法法人 

４ その行う事業が県南

広域振興局の所管区域

にわたる特例民法法人

のうち県南広域振興局

農政部又は林務部の所

掌事務に関する特例民

法法人 

  16及び17 削除        

   ○  ○  次に掲げる特例民法法

人に係るものを除く。 

１ その行う事業が２以

上の広域振興局の所管

区域にわたる特例民法

法人 

２ 組織規則第37条に規

定する保健所の所掌事

務に関する特例民法法

人 

３ その行う事業が県南

広域振興局の所管区域

にわたる特例民法法人

のうち県南広域振興局

経営企画部、総務部、

県税部、保健福祉環境

部又は土木部の所掌事

務に関する特例民法法

人 

          

  17 公益法人の設立及

び監督に関する条例

を廃止する条例（平

成20年岩手県条例第

51号）附則第２条の

規定によりなおその

効力を有することと 

 ○    次に掲げる特例民法法

人に係るものを除く。 

１ その行う事業が２以

上の広域振興局の所管

区域にわたる特例民法

法人 

２ 組織規則第37条に規 

          



 

 

される同条例による

廃止前の公益法人の

設立及び監督に関す

る条例（平成11年岩

手県条例第63号。以

下「旧公益法人条例

」という。）の施行

に関すること（旧公

益法人条例第４条第

１項、第５条第１項

、第６条第１項及び

第２項、第７条第１

項並びに第10条の施

行に関する事務に限

る。）。 

     定する保健所の所掌事

務に関する特例民法法

人 

３ その行う事業が盛岡

広域振興局、沿岸広域

振興局又は県北広域振

興局の所管区域にわた

る特例民法法人 

４ その行う事業が県南

広域振興局の所管区域

にわたる特例民法法人

のうち県南広域振興局

農政部又は林務部の所

掌事務に関する特例民

法法人 

    ○  ○  次に掲げる特例民法法

人に係るものを除く。 

１ その行う事業が２以

上の広域振興局の所管

区域にわたる特例民法

法人 

２ 組織規則第37条に規

定する保健所の所掌事

務に関する特例民法法

人 

３ その行う事業が県南

広域振興局の所管区域

にわたる特例民法法人

のうち県南広域振興局

経営企画部、総務部、

県税部、保健福祉環境

部又は土木部の所掌事

務に関する特例民法法

人 

          

     

   ［略］          ［略］        

  ［略］  ［略］ 

 別表第３ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び県税部長等専決事項（第

５条、第30条、第34条関係） 

別表第３ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び県税部長等専決事項（第

５条、第30条、第34条関係） 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

セ

ン

タ

ー

に

置

く

室

の

長 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

セ

ン

タ

ー

に

置

く

室

の

長 

 

   ［略］            ［略］          

  ３ 地方税法

（昭和25年

法律第226号

）の施行に

関する事務 

          ３ 地方税法

（昭和 25年

法律第226号

）の施行に

関する事務 

第739条の５第１項

及び第２項（これ

らの規定を同条第

８項において準用

する場合を含む。

） 

森林環境税に

係る徴収金の

徴収 

 ○ ○ ○ ○   

 

   附則第29条の９第

１項 

 ［略］          附則第29条の９第

１項 

 ［略］        

  ［略］            ［略］          

  ［略］  ［略］ 



 

 

 別表第４ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び保健福祉環境部長等専決

事項（第５条、第30条、第35条関係） 

別表第４ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び保健福祉環境部長等専決

事項（第５条、第30条、第35条関係） 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

 

   ［略］           ［略］         

  12 ［略］  ［略］         12 ［略］  ［略］        

  13 使用済自動車

の再資源化等に

関する法律（平

成14年法律第87

号）附則第19条

の規定によりな

おその効力を有

することとされ

る同法附則第18

条の規定による

改正前のフロン

回収破壊法の施

行に関する事務 

第29条第１項、

第30条第２項（

第33条第１項に

おいて準用する

第12条第２項に

おいて準用する

場合を含む。）

及び第33条第１

項において準用

する第12条第１

項 

登録及び更新並

びに通知 

 

○ 

 

○ 

 

     

     

 

  第31条（第33条

第１項において

準用する第12条

第２項において

準用する場合を

含む。） 

登録及び更新の

拒否並びに通知 

 ○  ○             

  

 

 

 

 

 

     

     

 

  第32条第１項及

び第３項 

第二種フロン類

回収業者（第32

条第２項の規定

によるものに限

る。）に係る国

土交通大臣から

の通知の受理 

 ○ 

 

○             

  第32条第２項（

同項ただし書を

除く。）及び同

条第４項におい

て準用する第30

条第２項 

第二種フロン類

回収業者（第32

条第２項の規定

によるものに限

る。）の登録及

び通知 

 ○ 

 

○             

  第32条第２項た

だし書及び同条

第４項において

準用する第31条

第２項 

第二種フロン類

回収業者（第32

条第２項の規定

によるものに限

る。）を登録し

ないことの決定

及び通知 

 ○ 

 

○             

  第32条第６項に

おいて準用する

同条第２項及び

同条第６項にお

いて準用する同

条第４項におい

て準用する第30

条第２項 

第二種フロン類

回収業者（第32

条第２項の規定

によるものに限

る。）の変更の

登録及び通知 

 ○ 

 

○             

  第32条第６項に

おいて準用する

同条第２項ただ 

第二種フロン類

回収業者（第32

条第２項の規定 

 ○ 

 

○             



 

 

し書及び同条第

６項において準

用する同条第４

項において準用

する第31条第２

項 

によるものに限

る。）の登録の

変更をしないこ

との決定及び通

知 

  

 

  

  第32条第７項 登録を受けたも

のとみなされた

第二種フロン類

回収業者への通

知 

 ○ 

 

○             

  第33条において

準用する第14条 

登録簿の閲覧  ○ 
 

○             

  第33条において

準用する第16条 

登録の抹消  ○ 
 

○             

  第33条において

準用する第22条

第２項 

フロン類の回収

量等の報告の受

理 

 ○ 

 

○             

  第33条第１項に

おいて準用する

第13条第１項及

び第33条第１項

において準用す

る第15条第１項 

届出の受理  ○ 

 

○             

  第33条第１項に

おいて準用する

第13条第２項に

おいて準用する

第30条 

登録の変更及び

通知 

 ○  ○             

  

 

  

  第33条第１項に

おいて準用する

第13条第２項に

おいて準用する

第31条 

登録の変更の拒

否及び通知 

 ○ 

 

○             

  第33条第１項に

おいて準用する

第17条第１項及

び第33条第１項

において準用す

る第17条第２項

において準用す

る第31条第２項 

登録の取消し又

は業務停止命令

及び通知 

 ○ 

 

○             

  第33条第２項に

おいて準用する

第17条第１項及

び第33条第２項

において準用す

る第17条第２項

において準用す

る第31条第２項 

第二種フロン類

回収業者（フロ

ン回収破壊法第

32条第２項の規

定によるものに

限る。）の登録

の取消し又は業

務停止命令及び

申請者への通知 

 ○ 

 

○             

  第42条第１項 指導及び助言  ○  ○             

  第43条第１項、

第４項及び第６

項 

基準遵守等の勧

告及び命令 

 ○ 

 

○             

  第64条第１項及

び第２項 

自動車フロン類

管理書に関する

報告の徴収、勧

告及び命令 

 ○ 

 

○             

  第70条 報告の徴収  ○  ○             



 

 

  第71条第１項 立入検査  ○  ○             

  13の２ ［略］  ［略］         13 ［略］  ［略］        

   ［略］           ［略］         

  ［略］  ［略］ 

 別表第５ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び農政部長等専決事項（第

５条、第30条、第36条関係） 

別表第５ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び農政部長等専決事項（第

５条、第30条、第36条関係） 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長

等 

セ

ン

タ

ー

所

長 

セ

ン

タ

ー

に

置

く

室

の

長 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長

等 

セ

ン

タ

ー

所

長 

セ

ン

タ

ー

に

置

く

室

の

長 

 

   ［略］            ［略］          

  27 中山間地域等直

接支払の実施に関

する事務 

 中山間地域等直

接支払市町村基

本方針の認定及

び変更の認定 

 

○  ○ 

 

   27 削除   

     

  

  28 農地法の施行に

関する事務 

第38条第１項、

第39条第１項及

び第40条第１項 

農地中間管理権

の設定に関する

裁定、公告及び

通知 

 

○ 

   

   28 農地法の施行に

関する事務 

  

     

  

   第43条第２項に

おいて読み替え

て準用する第38

条第１項及び第

39条第１項並び

に第43条第３項 

利用権の設定に

関する裁定、通

知及び公告 

 ○          

     

  

 

 

   

  

   農地法等の一部

を改正する法律

（平成21年法律

第57号）附則第

６条第３項の規

定によりなおそ

の効力を有する

ものとされる同

法による改正前

の農地法第71条 

 ［略］ 

     

    農地法等の一部

を改正する法律

（平成21年法律

第57号）附則第

６条第３項の規

定によりなおそ

の効力を有する

ものとされる同

法による改正前

の農地法第71条 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

  

  ［略］           ［略］          

  ［略］  ［略］ 

 別表第７ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、水産部長等及び水産振興セ

ンター所長専決事項（第５条、第30条、第37条関係） 

別表第７ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長、水産部長等及び水産振興セ

ンター所長専決事項（第５条、第30条、第37条関係） 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

  

副

局

長 

部

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

  

副

局

長 

部

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

 

   ［略］          ［略］        

  ２  水産業 

協同組合

法（昭和

23年法律

第242号）

第11条の２第１項（第

92条第１項において準

用する場合を含む。） 

 ［略］       ２  水産業 

協同組合

法（昭和

23 年法律

第242号）

第11条の３第１項（第

92条第１項において準

用する場合を含む。） 

 ［略］      

   ［略］         ［略］       

  第68条第４項及び第６  ［略］       第68条第４項及び第６  ［略］      



 

 

の施行に

関する事

務 

項（第96条第５項にお

いて準用する場合を含

む。）、第85条の４第

２項及び第91条第５項

（第100条第５項にお

いて準用する場合を含

む。） 

     の施行に

関する事

務 

項（第96条第５項にお

いて準用する場合を含

む。）、第85条の４第

２項及び第91条第６項

（第100条第５項にお

いて準用する場合を含

む。） 

     

   ［略］          ［略］       

   第87条の３第４項（第

100条第１項において

準用する場合を含む。

） 

［略］        第87条の２第４項（第

100条第１項において

準用する場合を含む。

） 

 ［略］      

   第87条の３第５項（第

100条第１項において

準用する場合を含む。

） 

［略］        第87条の２第５項（第

100条第１項において

準用する場合を含む。

） 

［略］      

            第87条の２第７項（第

100条第１項において 

準用する場合を含む。

） 

子会社対象会社の

基準議決権数を超 

える議決権保有の

継続の認可 

 ○    

             

   第91条の２第２項にお

いて準用する第69条第

２項（第100条第５項

において準用する場合

を含む。） 

 「略」        第91条の２第２項にお

いて準用する第69条第

２項（第100条第５項

において準用する場合

を含む。） 

 ［略］      

    ［略］          ［略］       

   ［略］          ［略］        

  ８  漁港漁

場整備法

（昭和 25

年法律第

137号）の

施行に関

する事務 

 ［略］        ８  漁港及

び漁場の

整備等に

関する法

律（昭和

25 年法律

第137号）

の施行に

関する事

務 

 ［略］       

   ［略］          ［略］        

  ［略］  ［略］ 

 別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び土木部長等専決事項（第

５条、第30条、第38条関係） 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長及び土木部長等専決事項（第

５条、第30条、第38条関係） 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

  

事 務 条 項 内 容 

専決権者 

備 考 

 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

  

副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長 

 

   ［略］           ［略］         

  55 建築基準法

施行令（昭和

25年政令第338

号）の施行に

関する事務 

 ［略］       ［略］   55 建築基準法

施行令（昭和

25年政令第338

号）の施行に

関する事務 

 ［略］       ［略］  

  第131条の２第

３項 

 ［略］ 
     

  第131条の２第

３項 

 ［略］ 
     

 

  

       

  第137条の12第

６項 

既存の建築物の

敷地等と道路と

の関係に関する

制限の適用除外

に係る認定 

 

○  ○ 

 

 

  
        

  
 

第137条の12第

７項 

既存の建築物の

道路内の建築に 
 

○  ○ 
 

 



 

 

 関する制限の適

用除外に係る認

定 

 

   

 

  

        

  

 

第137条の16第

２号 

既存の建築物の

移転に関する制

限の適用除外に

係る認定 

 ○  ○   

 

   

 

   ［略］           ［略］         

  63 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

（平成７年法

律第123号）の

施行に関する

事務 

［略］       ［略］   63 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

（平成７年法

律第123号）の

施行に関する

事務 

 ［略］       ［略］  

  第 17条第４項

（第 18条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事の同意  ［略］     第 17条第４項

（第 18条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事又は建

築副主事の同意 

 ［略］   

  第 17条第 10項

（第 18条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事への通

知 

［略］     第 17条第 10項

（第 18条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事又は建

築副主事への通

知 

 ［略］   

    ［略］           ［略］        

   ［略］           ［略］         

  65 長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律（平成20年

法律第87号）

の施行に関す

る事務 

［略］       ［略］   65 長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律（平成20年

法律第87号）

の施行に関す

る事務 

［略］      ［略］  

  第６条第３項

（第８条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事への通

知 

［略］ 

  

  第６条第３項

（第８条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事又は建

築副主事への通

知 

 ［略］ 

 

 

   ［略］          ［略］        

   ［略］           ［略］         

  65の３ 都市の ［略］       ［略］   65の３ 都市の ［略］       ［略］  

  低炭素化の促

進に関する法

律（平成24年

法律第84号）

の施行に関す

る事務 

第 54条第３項

（第 55条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事への通

知 

［略］ 

  

  低炭素化の促

進に関する法

律（平成24年

法律第84号）

の施行に関す

る事務 

第 54条第３項

（第 55条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事又は建

築副主事への通

知 

 ［略］ 

 

 

   ［略］          ［略］        

   ［略］           ［略］         

  65の６ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律（平成27年

法律第53号）

の施行に関す

る事務 

［略］       ［略］   65の６ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律（平成27

年法律第53号

）の施行に関

する事務 

［略］       ［略］  

  第 35条第３項

（第 36条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事への通

知 

［略］ 

  

  第 35条第３項

（第 36条第２

項において準

用する場合を

含む。） 

建築主事又は建

築副主事への通

知 

 ［略］ 

 

 

   ［略］  
     

   ［略］  
     

 

  65の７ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律施行規則（

平成28年国土

交通省令第５

号）の施行に

関する事務 

 ［略］  

     

  65の７ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律施行規則

（平成28年国

土交通省令第

５号）の施行

に関する事務 

 ［略］  

     

 

  65の８ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律施行細則（ 

 ［略］  

     

  65の８ 建築物

のエネルギー

消費性能の向

上等に関する

法律施行細則 

 ［略］  

     

 



 

 

平成28年岩手

県規則第28号

）の施行に関

する事務 

  

     

  （平成28年岩

手県規則第28

号）の施行に

関する事務 

  

     

   ［略］           ［略］         

  ［略］  ［略］ 

 別表第12 広域振興局以外の出先機関のうち環境生活部に属する出先機関の長委任事項（第

６条関係） 

別表第12 広域振興局以外の出先機関のうち環境生活部に属する出先機関の長委任事項（第

６条関係） 

  区 分 事 務 条 項 内 容   区 分 事 務 条 項 内 容  

  岩手県食肉衛生検

査所長 

 ［略］     岩手県食肉衛生検

査所長 

 ［略］    

   ６ 食品衛生法

の施行に関す

る事務（と畜

場及び食鳥処

理場に係るも

のに限る。） 

 ［略］    ６ 食品衛生法

（昭和22年法

律第233号）の

施行に関する

事務（と畜場

及び食鳥処理

場に係るもの

に限る。） 

 ［略］   

    ［略］       ［略］    

   ［略］       ［略］     

 別表第13 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第

６条関係） 

別表第13 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第

６条関係） 

  区 分 事 務 条 項 内 容   区 分 事 務 条 項 内 容  

  保健所長  ［略］     保健所長  ［略］    

   ４ 食品衛生法

（昭和 22年法

律第233号）の

施行に関する

事務 

 ［略］     ４ 食品衛生法

の施行に関す

る事務 

 ［略］   

    ［略］       ［略］    

   31 医療法（昭

和 23年法律第

205号）の施行

に関する事務 

［略］     31 医療法（昭

和 23年法律第

205号）の施行

に関する事務 

 ［略］   

   第６条の３第１項

及び第２項 

報告の受理（軽微なものに限

る。） 

   第６条の３第１項

及び第２項並びに

第69条の２第２項 

報告の受理  

    ［略］      ［略］   

    ［略］       ［略］    

   38 一般社団・

財団法人法等

整備法の施行

に関する事務

（その行う事

業が２以上の

保健所の所管

区域にわたる

特例民法法人

に係るものを

除き、組織規

則第 37条に規

定する保健所

の所掌事務に

関する事業を

行う特例民法

法人に係るも

のに限る。） 

第52条 報告の受理（一般社団・財団

法人法等整備法第52条の規定

によりなお従前の例によるこ

ととされる特例民法法人の監

事の職務であって、旧民法第

59条第３号の規定による主務

官庁に対する報告に係るもの

に限る。） 

   38及び39 削除    

   第95条 業務の監督（一般社団・財団

法人法等整備法第95条の規定

によりなお従前の例によるこ

ととされる特例民法法人の業

務の監督（設立の許可の取消

し、解散の命令及び定款の変

更の認可に係るものを除き、

解散及び清算人に係る届出並

びに清算結了の届出に係るも

のを含む。）をいう。） 

       

   39 旧公益法人

条例の施行に 

第４条第１項、第

５条第１項及び第 

届出の受理        

関する事務（

その行う事業

が２以上の保

６条第２項  

   第６条第１項 事業概況報告書等の受理        

   第７条第１項 申請の受理        



 

 

   健所の所管区

域にわたる特

例民法法人に

係るものを除

き、組織規則

第 37条に規定

する保健所の

所掌事務に関

する事業を行

う特例民法法

人に係るもの

に限る。） 

第10条 業務の監督        

    ［略］       ［略］    

   53 覚醒剤取締

法（昭和 26年

法律第252号）

の施行に関す

る事務 

第３条第１項、第

30条の２及び第35

条第２項 

覚醒剤施用機関等の指定    53 覚醒剤取締

法（昭和26年

法律第252号）

の施行に関す

る事務 

   

   第５条第１項（第

30条の５において

準用する場合を含

む。） 

指定証の交付       

 

   第８条第１項及び

第30条の３第１項 

指定の取消し及び業務等の停

止命令 

      

   第９条第２項及び

第３項、第12条第

２項及び第３項（

第30条の５におい

て準用する場合を

含む。）、第23条

、第30条の４第１

項、第30条の12第

１項第１号及び第

２号、第30条の14

第１項から第３項

まで並びに第36条

第１項 

届出の受理       

   第10条（第30条の

５において準用す

る場合を含む。）

及び第36条第１項 

指定証の返納等の受理及び返

還 

      

    第11条（第30条の

５において準用す

る場合を含む。） 

指定証の再交付及び旧指定証

の返納の受理 

       

    第12条第４項 指定証の訂正及び返還        

    第22条の２及び第

30条の13 

 ［略］     第22条の２及び第

30条の13 

［略］  

    第24条第１項、第

２項及び第３項、

第30条の15第１項

、第２項及び第３

項並びに第36条第

１項 

指定の失効に係る報告の受理

及び立会い等 

       

    第30条 報告の受理        

          第30条の14第２項

及び第３項 

届出の受理  

    第31条 報告の徴収（保健所長に委任

されている事項に係るものに

限る。） 

       

    第32条第１項及び

第２項 

立入検査及び収去等（保健所

長に委任されている事項に係

るものに限る。） 

       



 

 

    ［略］       ［略］    

  岩手県福祉総合 １ 配偶者から  被害者（その同伴する家族を   岩手県福祉総合 １ 配偶者から  被害者（その同伴する家族を  

  相談センター所

長 

の暴力の防止

及び被害者の

保護に関する

法律（平成 13

年法律第 31号

）の施行に関

する事務 

 含む。）の婦人保護施設への

入所決定及び退所決定 

  相談センター所

長 

 の暴力の防止

及び被害者の

保護等に関す

る法律（平成

13年法律第31

号）の施行に

関する事務 

 含む。）の女性自立支援施設

への入所決定及び退所決定 

 

    ［略］       ［略］    

   ３ 売春防止法

（昭和 31年法

律第118号）の

施行に関する

事務 

 要保護女子の婦人保護施設へ

の入所措置及び退所措置 

   ３ 困難な問題

を抱える女性

への支援に関

する法律（令

和４年法律第

52号）の施行

に関する事務 

 困難な問題を抱える女性（そ

の同伴する家族を含む。）の

女性自立支援施設への入所措

置及び退所措置 

 

   ［略］       ［略］    

   ［略］       ［略］     

   

２ 別表第13 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第

６条関係） 

別表第13 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第

６条関係） 

  区 分 事 務 条 項 内 容   区 分 事 務 条 項 内 容  

  保健所長  ［略］     保健所長  ［略］    

   50 大麻取締法

（昭和23年法

律第124号）の

施行に関する

事務 

第５条第１項 大麻取扱者の免許    50 大麻草の栽

培の規制に関

する法律（昭

和23年法律第

124号）の施行

に関する事務 

第12条第１項 届出の受理  

   第６条第１項 名簿への登録    第12条第２項 届出の受理及び廃棄の立会い  

   第７条第１項 免許証の交付       

   第10条第１項

及び第３項 

免許の取消しの申請の受理及び登

録の抹消 

      

   第10条第２項

及び第５項 

届出の受理       

   第10条第４項

及び第７項 

免許証の返納の受理       

    第10条第６項 免許証の再交付        

    第15条及び第

17条 

報告の受理        

    第18条 免許の取消し        

    第21条第１項 報告の徴収並びに立入検査及び収

去 

       

    ［略］       ［略］    

   ［略］       ［略］     

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

第２条 岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （環境生活部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項）  （環境生活部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事項） 

第23条 ［略］ 第23条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 県民くらしの安全課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

５ 県民くらしの安全課の分掌事務について、総括課長、課長及び担当課長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

 総括課長専決事項  総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

  (３) ふぐ処理者に係る試験の実施に関すること。 

 (３) ［略］  (４) ［略］ 

(４) ［略］ (５) ［略］ 

(５) ［略］ (６) ［略］ 

(６) ［略］ (７) ［略］ 

(７) ［略］ (８) ［略］ 

(８) ［略］ (９) ［略］ 



 

 

(９) ［略］ (10) ［略］ 

(10) ［略］ (11) ［略］ 

(11) ［略］ (12) ［略］ 

［略］ 

６ ［略］ 

 ［略］ 

６ ［略］ 

（保健所長専決事項）  （保健所長専決事項） 

第45条 保健所長の専決できる事項は、次のとおりとする。 第45条 保健所長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(１)～(11) ［略］ (１)～(11) ［略］ 

 (12) ふぐ処理者認定証の交付、書換え交付及び再交付並びに既存ふぐ処理者届出済証の交

付（県内に住所を有している者に係るものに限る。）に関すること。 

(12) ［略］ (13) ［略］ 

(13) ［略］ (14) ［略］ 

(14) ［略］ (15) ［略］ 

(15) ［略］ (16) ［略］ 

(16) ［略］ (17) ［略］ 

(17) ［略］ (18) ［略］ 

別表第13 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第６

条関係） 

別表第13 広域振興局以外の出先機関のうち保健福祉部に属する出先機関の長委任事項（第６

条関係） 

 区 分 事 務 条 項 内 容   区 分 事 務 条 項 内 容  

 保健所長  ［略］     保健所長  ［略］    

  ６の２ ［略］  ［略］     ６の２ ［略］  ［略］   

 

 

      ６の３ 食品衛生法施

行細則（昭和48年岩

手県規則第38号）の

施行に関する事務（

県内に住所を有する

者に係るものに限る

。） 

第27条（食品衛生法

施行細則の一部を改

正する規則（令和６

年岩手県規則第38号

）附則第７項におい

て準用する場合を含

む。） 

届出の受理  

  ６の３ ［略］  ［略］     ６の４ ［略］  ［略］   

  ６の４ ［略］  ［略］     ６の５ ［略］  ［略］   

   ［略］       ［略］    

  ［略］      ［略］     

    

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は同年６月１日から、第１条中表２の項の改正部分は大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（

令和５年法律第84号）の施行の日から施行する。 
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